
学校法人足利大学 内部監査規程 

（制定 平成 28 年 3 月 9 日） 

（趣旨) 

第１条 この規程は、学校法人足利大学（以下「本法人」という。）における内

部監査に関して必要な事項を定める。 

（内部監査の目的） 

第２条 本法人における運営諸活動の遂行状況について、適法性、効率性等の

観点から、公正かつ客観的に調査及び検証し、その調査結果の情報提供及び

検証に基づく助言・提言等を行うことにより、本法人の健全なる経営の保持、

発展に資することを目的とする。 

（監査事項） 

第３条 監査は、理事の意思決定に関すること及び個々の教員が行う教育研究

に関することを除く本法人の業務全般を対象とし、主な監査事項は次のとお

りとする。 

(1) 業務監査  

本法人における各種業務が法令、学内諸規程に照らして適正に執行され

ているか否かを監査するとともに、当該監査対象業務の有効性及び効率性

を評価する。  

(2) 会計監査  

本法人における会計処理が正当な証拠書類等により正確に処理され、帳

票類が法令、学内諸規程に照らして適正に記録、保存されているか否かを

監査するとともに、資産の保全状況を確認する。  

(3) 公的研究費監査  

本法人における公的研究費の監査については、足利大学「公的研究費」

管理･監査ルール及び足利短期大学「公的研究費」管理･監査ルールの定め

に従って行う。 

（組織体制） 

第４条 この規程に定める内部監査を実施するため、法人本部に内部監査室を

設ける。  

２ 内部監査室は、監査対象部署から組織的に独立し、専ら監査業務を担当す

る部署とする。 

（実施体制） 

第５条 理事長は、内部監査室に内部監査室長及び必要に応じて内部監査室員

を置く。 

２ 理事長は必要に応じて教職員の中から臨時に内部監査室員を委嘱すること

ができる。 

（内部監査室員の権限） 

第６条 内部監査室員の権限は、次のとおりとする。  

(1) 内部監査室員は、監査対象部署に対して、帳簿及び書類の提出、事実の 

説明、書類の作成その他必要な事項について説明を求めることができる。  



(2) 内部監査室員は、必要と認めた場合には、業務担当者以外の職員に対し 

ても立会、意見、確認を求め、若しくは外部関係先に確認することができ 

る。 

２ 監査対象部署等は、前項各号による求めを受けたときは、正当な理由がな

ければ、これを拒むことができない。 

（内部監査室員の責務） 

第７条 内部監査室員は、本法人の業務の適正化・効率化を念頭に置き、常に公

正な立場で監査に当たらなければならない。  

２ 内部監査室員は、職務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏洩してはな

らない。その職を退いた後も同様とする。  

３ 内部監査室員は、監査対象部署等の業務について、直接指揮命令を行って

はならない。 

（監事及び監査法人との連携） 

第８条 内部監査室長は、監事及び監査法人との連携に努めるものとする。  

２ 内部監査室長は、監事から要請を受けた場合、監査結果を報告しなければ

ならない。また、監査法人からの要請を受けた場合、事前に理事長の承認を得

て監査結果を報告するものとする。  

３ 内部監査室長は、監事監査、監査法人の監査及びその他の監査の実施内容

並びに監査結果について、理事長の承認を得て報告を受けることができる。 

（監査計画） 

第９条 内部監査室長は、毎年度、監査計画を策定し、理事長の承認を得なけれ

ばならない。  

２ 監査は、定期監査と臨時監査に区分する。  

３ 定期監査は第 1 項に規定する監査計画に基づき実施する。  

４ 臨時監査は、必要に応じて理事長の命により実施する。 

（監査計画の内容） 

第１０条 監査計画は、当該事業年度の監査方針について定め、次の事項を記

載した監査計画書を作成するものとする。  

(1) 当期の監査方針  

(2) 監査対象部署  

(3) 監査項目  

(4) 実施日程  

(5) その他必要な事項 

（監査の通知） 

第１１条 内部監査室長は、監査の実施に際して、監査実施の日時及び監査項

目を監査対象部署にあらかじめ通知するものとする。ただし、緊急を要する

場合は、通知することなく行うことができる。 

（監査の方法） 

第１２条 監査は、実地監査及び書面監査とし、関係資料、帳簿類の確認・照合、

質問等により行う。 



（監査結果の報告） 

第１３条 内部監査室長は、監査終了後遅滞なく、監査報告書を理事長に提出

しなければならない。  

２ 監査報告書は、次の事項について記載するものとする。  

(1) 監査日時  

(2) 監査対象部署  

(3) 監査担当者  

(4) 監査対応者  

(5) 監査項目  

(6) 監査結果及びこれに対する意見  

３ 内部監査室長は、監査実施中であっても、重大な瑕疵、不正等の事実を発見

したときは、直ちに理事長に報告しなければならない。  

４ 理事長は、監査結果を理事会及び監事に報告する。 

（是正改善等の指示） 

第１４条 理事長は、前条の監査報告書による結果を受け、是正改善等が必要

と判断された場合は、当該所属長に是正改善を指示し、内部監査室長に通知

する。 

（監査の事後検証） 

第１５条 内部監査室長は、前条の規定による指示がなされた時は、その是正

改善の実施状況について当該所属長に報告を求め、必要に応じて実施状況を

調査するものとする。  

２ 内部監査室長は、前項の結果を理事長に報告しなければならない。 

（改廃） 

第１７条 この規程の改廃は、理事会の議を経て行う。 

 

 

付 則 

この規程は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 


